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熊
本
県
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
関
す
る
条
例
(H
22
.3
月
)

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
飛
行
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
(S
42
.9
月
)

生
活

環
境

の
保

全
大
気
汚
染
防
止
法
(S
43
.6
月
)

振
動
規
制
法
(S
51
.6
月
)

悪
臭
防
止
法
(S
46
.6
月
)

土
壌
汚
染
対
策
法
(H
14
.5
月
)

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
(H
11
.7
月
)

水
質
汚
濁
防
止
法
(S
45
.1
2月
)

熊
本
県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
(S
44
.4
月
)

熊
本
県
水
質
汚
濁
防
止
法
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
基

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(H
7.
6月
)

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
(H
13
.6
月
)

づ
き
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
(S
47
.1
2月
)

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(H
12
.6
月
)

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
(H
12
.5
月
)

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
(H
14
.7
月
)

国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
(H
12
.5
月
)

地
球

環
境

の
保

全
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(H
10
.1
0月
)

特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
(S
63
.5
月
)

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
(H
12
.6
月
)

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
(S
45
.1
2月
)

循
環
型
社
会
の
形
成

産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(H
4.
5月
)

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(H
3.
4月
)

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(H
13
.6
月
)

熊
本
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
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17
.3
月
)

特
定
家
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用
機
器
再
商
品
化
法
(H
10
.6
月
)

海
岸
漂
着
物
処
理
推
進
法
(H
21
.7
月
)

バ
イ
オ
マ
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活
用
推
進
基
本
法
(H
21
.6
月
)
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エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(H
9.
9月
)

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
(S
54
.6
月
)

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
(H
11
.7
月
)

浄
化
槽
法
(S
58
.5
月
)

騒
音
規
制
法
(S
43
.6
月
)

熊
本
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
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.9
月
)
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連
法
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例
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県
環
境
影
響
評
価
条
例
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12
.6
月
)

熊
本
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
(S
46
.9
月
)

熊
本
県
野
生
動
植
物
の
多
様
性
の
保
全
に
関
す
る
条
例

熊
本
県
温
泉
法
施
行
細
則
(S
48
.5
月
)

熊
本
県
都
市
公
園
条
例
(S
53
.3
月
)
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地
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内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
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例
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熊
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県
環
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化
条
例
(S
56
.9
月
)

河
川
法
(S
39
.7
月
)

海
岸
法
(S
31
.5
月
)

熊
本
県
屋
外
広
告
物
条
例
(S
39
.7
月
)
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セ
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ー
条
例
(H
5.
3月
)

鳥
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の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
(H
14
.7
月
)

熊
本
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
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猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
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行
細
則
(H
15
.4
月
)

文
化

財
の

保
存
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保
護
法
(S
25
.5
月
)

環
境

教
育

の
推

進
環
境
の
保
全
の
た
め
の
意
欲
の
増
進
及
び
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(H
15
.7
月
)

熊
本
県
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
(H
6.
7月
)

熊
本
県
景
観
条
例
(S
62
.3
月
)

熊
本
県
文
化
財
保
護
条
例
(S
51
.3
月
)

都
市
公
園
法
(S
31
.4
月
)

景
観
法
(H
16
.6
月
)

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
(H
16
.6
月
)

有
明
海
・
八
代
海
再
生
の
推
進

自
然
公
園
法
(S
32
.6
月
)

自
然
公
園
の
保
護
と
利
用
の
増
進

熊
本
県
立
自
然
公
園
条
例
(S
33
.1
0月
)

公
害
防
止
組
織
整
備

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(S
46
.6
月
)

生
物
多
様
性
基
本
法
(H
20
.6
月
)

自
然
環
境
保
全
法
(S
47
.6
月
)

森
林
法
(S
26
.6
月
)

都
市
緑
地
法
(S
48
.9
月
)

自
然
や
希
少
野
生
動
植
物
の
保
全
・
保
護

公
害

紛
争

の
解

決

地
下

水
の

保
全

公
害
紛
争
処
理
法
(S
45
.6
月
)

開
発
に
お
け
る
環
境
へ
の
配
慮

環
境
影
響
評
価
法
(H
9.
6月
)

屋
外
広
告
物
法
(S
24
.6
月
)

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の

促
進
に
関
す
る
法
律
(H
16
.6
月
)

都
市
計
画
法
(S
43
.6
月
)

鳥
獣
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化

温
泉
の
保
護
及
び
利
用

温
泉
法
(S
23
.7
月
)

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
条
例
(S
48
.1
0月
)

良
好
な
景
観
の
保
全
等

熊
本
県
野
生
動
植
物
の
多
様
性
の
保
全
に
関
す
る
条
例

水
質
汚
濁
防
止
法
(S
45
.1
2月
)

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
(H
4.
6月
)

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
(S
48
.1
0月
)

自
然
再
生
推
進
法
(H
14
.1
2月
)

熊
本
県
水
と
み
ど
り
の
森
づ
く
り
税
条
例
(H
17
.3
月
)

有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(H
14
.1
1月
)

熊
本
県
地
下
水
保
全
条
例
(S
53
.1
2月
)
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ダ
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対
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置
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)
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汚
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)

熊
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生
活
環
境
の
保
全
等
に
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す
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)

熊
本
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水
質
汚
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防
止
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第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
基

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(H
7.
6月
)

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
(H
13
.6
月
)

づ
き
排
水
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を
定
め
る
条
例
(S
47
.1
2月
)

食
品
循
環
資
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の
再
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利
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等
の
促
進
に
関
す
る
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律
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月
)

建
設
工
事
に
係
る
資
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の
再
資
源
化
等
に
関
す
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律
(H
12
.5
月
)

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
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(H
14
.7
月
)
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等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
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の
推
進
等
に
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る
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律
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12
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)
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球

環
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の
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全
地
球
温
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化
対
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の
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進
に
関
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る
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律
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)

特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
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ン
層
の
保
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に
関
す
る
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律
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月
)
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型
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会
形
成
推
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基
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.6
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)

廃
棄
物
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処
理
及
び
清
掃
に
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律
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45
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)
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棄
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理
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設
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理
の
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進
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再
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岸
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の
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正
化

温
泉
の
保
護
及
び
利
用

温
泉
法
(S
23
.7
月
)

熊
本
県
自
然
環
境
保
全
条
例
(S
48
.1
0月
)

良
好
な
景
観
の
保
全
等

熊
本
県
野
生
動
植
物
の
多
様
性
の
保
全
に
関
す
る
条
例

水
質
汚
濁
防
止
法
(S
45
.1
2月
)

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
(H
4.
6月
)

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
(S
48
.1
0月
)

自
然
再
生
推
進
法
(H
14
.1
2月
)

熊
本
県
水
と
み
ど
り
の
森
づ
く
り
税
条
例
(H
17
.3
月
)

有
明
海
及
び
八
代
海
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(H
14
.1
1月
)

熊
本
県
地
下
水
保
全
条
例
(S
53
.1
2月
)


